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社会福祉法人紀宝町社会福祉協議会 

安 全 衛 生 管 理 規 程 
 

 

第１章 総則 

（目 的） 

第１条 この規程は、労働安全衛生法の主旨に沿い、社会福祉法人紀宝町社会福祉協議会（以下「本会」

という。）職員就業規程第５７条に基づき事業所の労働安全衛生管理に関する基本的事項を定め労働災

害の防止と快適な職場環境の整備を図り、職員の安全と健康を保持することを目的とする。なお、こ

の規程の定めのないものについては、労働安全衛生法及びその他の関係法令の定めによるものとする。 

（本会及び職員の責務） 

第２条 本会及び職員は、安全及び衛生に関する業務に協力して、労働災害の発生を未然 

に防止し、健康の保持のために安全及び衛生に必要な事項を遵守しなければならない。 

職場環境の改善充実に努めるものとする。 

（安全衛生方針の表明） 

第３条 本会は、事業所における安全衛生水準の向上を図るため、安全衛生に関する基本的考えを安全

衛生方針として表明し、これを事業所に掲示する等の方法で職員に周知しなければならない。 

 

第２章 安全衛生管理 

（安全担当者） 

第４条 本会は、職員のうちから安全担当者を選任し、その者に安全に関する措置をなし得る権限を与

えなければならない。（注：社会福祉事業は安全管理者設置不要業種） 

２ 安全担当者は、安全に係る次の技術的事項を担当しなければならない。 

（１）交通安全に関すること 

（２）その他、労働安全管理に関すること 

（衛生管理者） 

第５条 本会は、法定の資格を有する職員のうちから衛生管理者を選任し、その者に衛生に関する措置

をなし得る権限を与えなければならない。但し、衛生管理者は、安全担当者を兼ねることができる。 

２ 衛生管理者は、衛生に係る次の技術的事項を管理しなければならない。 

（１）健康に異常のある者の発見及びその処置に関すること 

（２）作業環境の衛生上の調査に関すること 

（３）作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること 

（４）労働衛生保護具、救急用具、福祉用具等の点検及び整備に関すること 

（５）労働衛生教育、健康相談等の職員の健康保持に必要な事項に関すること 

（６）職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤等に関する統計の作成に関すること 

（７）その他、衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること等 

３ 衛生管理者は、少なくとも毎週１回作業場等を巡視し、整備、作業方法又は衛生状態に有害のおそ

れがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

４ 本会は、衛生管理者が職務を遂行することができないときは、法令の定めるところにより代理者を

選任し、これを代行させるものとする。 

５ 安全衛生委員会要綱については、別に定める。 

（産業医） 

第６条 本会は、資格を有する医師の中から産業医を選任し、その者に職員の健康管理等の事項をなし

得る権限を与えなければならない。 

２ 産業医は、次の事項を行わなければならない。 

（１）健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること 

（２）作業環境の維持に関すること 

（３）作業の管理に関すること 

（４）（３）に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること 

（５）健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること 
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（６）衛生教育に関すること 

（７）職員の健康障害の原因の調査及び再発防止の措置に関すること 

３ 産業医は、少なくても毎月１回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると

きは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

第３章 安全衛生教育 

（雇入れ時の教育） 

第７条 本会は、職員を雇入れ又は職員の業務内容を変更したときは、当該職員に対し、遅滞なく、当

該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な次の事項について、教育を行わなければな

らない。ただし、当該職員が既に十分な知識及び技能を有していると認められる事項は、省略するこ

とができる。 

（１）業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること 

（２）整理、整頓及び清潔の保持に関すること 

（３）事故時等における応急措置および退避に関すること 

（４）その他当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 

 

第４章 健康の保持増進措置等 

（健康診断） 

第８条 職員は、次の各号に掲げる健康診断を受けなければならない。ただし、職員が法人の実施する

健康診断を希望しない場合は、他の医師による健康診断（法定検診項目を満たすもの）を受け、その

結果を証明する書面を法人に提出するものとする。 

  （１）定期健康診断 

  （２）特別健康診断（６か月以内ごと） 

２ 本会は、健康診断の結果及び月の時間外労働が１００時間を超える場合の状況その他を考慮して面

接指導の対象となる職員の面接指導の実施、その結果に基づく職員の健康を保持するための措置につ

いて、医師の意見を聴くものとする。 

３ 本会は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の健康状態等を考慮して、

就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、業務環境測定の実施、施設又

は設備の設置、その整備及びその他の適切な措置を講ずる。 

４ 本会は、健康診断を受けた職員に対し、法令に定めるところにより、当該健康診断の結果を通知す

る。ただし、当該健康診断結果が直接職員に通知される場合は、職員は当該健康診断結果を本会に必

要な範囲で報告するものとする。 

５ 本会は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、医師、保健師

による保健指導を行うよう努めるものとする。 

（定期健康診断） 

第９条 定期健康診断は、年１回以上実施する。 

２ 定期健康診断について必要な事項は、その都度定める。 

（特別健康診断） 

第 10条 特別健康診断は、次の各号に掲げる場合に実施する。 

  （１）職員を採用する場合 

  （２）介護業務又は深夜業務に常時従事する職員の場合（６か月以内ごと） 

  （３）その他衛生委員会が必要と認める場合 

２ 特別健康診断について必要な事項は、別に定める。 

（健康診断費用等） 

第 11条 前条及び前々条の健康診断費用については、原則本会負担とする。ただし、採用時については、

本人負担とする。 

２ 前条及び前々条の健康診断の受診に要した時間については、有給とする。ただし、採用時について

は、無給とする。 

（健康診断個人票） 

第 12条 本会は、健康診断の結果に基づいて健康診断個人票を作成し、５年間これを保持しなければな

らない。 

（報告） 
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第 13条 本会は、定期健康診断及び介護業務又は深夜業務に常時従事する職員に対する定期に行うこと

を定められている特別健康診断等を行ったときは、報告書を作成して所轄労働基準監督署長に報告す

るものとする。 

（守秘義務） 

第 14条 健康診断の実施の事務に従事した職員は、その実施に関して知り得た職員の心身の状況その他

の秘密を漏らしてはならない。 

（事後措置） 

第 15条 本会は、業務に就くことを禁止したり、治療を要する場合には、必要がある時は、衛生委員会

の意見を聞き、適切な事後措置を講じるものとする。 

（健康教育） 

第 16条 本会は、職員に対する健康教育、健康相談及びその他職員の健康保持増進を図るため必要な措

置を継続的かつ計画的に講ずるよう努める。 

２ 職員は、前項の本会が講ずる措置を利用してその健康の保持増進に努めることとする。 

 

第５章 予防対策等 

（感染症の予防対策） 

第 17条 本会は、法人業務に従事する職員を感染症から保護し、かつ、利用者への感染を防止するため、

日常的に職員の健康管理等を実施するとともに、感染症の予防の措置をとらなければならない。 

（腰痛予防対策） 

第 18条 本会は、利用者の入浴・排泄等の介助や移乗関連用具（又は保育サービス）での業務において

は、急激な身体の移動をなくし、かつ、身体の重心の移動を少なくする等できるだけ腰部に負担がか

からない作業姿勢で行わせることとし、次の事項について配慮しなければならない。 

  （１）腰痛予防の教育を事前に実施すること 

  （２）作業前に準備体操を行うこと 

  （３）福祉用具を極力利用すること 

  （４）利用者の体重によっては、二人作業や移乗関連用具の活用を検討すること 

（メンタルヘルス） 

第 19条 本会は、職員が職場、利用者、その家族等の人間関係、長時間労働等から生ずるストレスに対

処できるよう支援等を行うとともに、職場環境等の改善、職員への相談対応等を行うなど継続かつ計

画的に心の健康の保持増進を図らなければならない。 

（安全衛生保護具） 

第 20条 本会は、業務に必要な保護衣、保護手袋等適切な保護具を備え、当該業務に従事する職員に適

切な保護具を使用させなければならない。 

２ 保護具には、同時に就業する職員の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持するとともに、

使用によって、職員に疾病感染等のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病を予防す

る措置を講じなければならない。 

３ 職員は、保護具着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。また、保護具の衛生的

な管理に努めなければならない。 

（事務所衛生基準） 

第 21条 本会は、職員を常時就業させる場所については、換気及び照度等について適切な措置を講じな

ければならない。 

  （１）室内の照度は、業務区分に応じ次表のとおりとし、採光及び照明の明暗の対照が著しくなく、 

かつ、まぶしさを生じさせない方法によること。なお、照明設備は、６か月以内ごとに定期検 

査をすること 

業務区分 基準 

精密な業務 ３００ルクス以上 

普通の業務 １５０ルクス以上 

粗な業務 ７０ルクス以上 

  （２）負傷者の手当に必要な救急用具等を備え、備え付けの場所及び使用方法について職員に周知

すること 
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  （３）職場内では、職員の受動喫煙防止と快適な職場環境の形成を促進する観点から、事業所敷地

内の完全禁煙を目指す 

（火元責任者及び火災防止） 

第 22条 火元責任者は、火災防止に関する次の事項を行わなければならない。 

  （１）常に担当の防火用具の点検整備を行い、防火用具の位置及び使用方法を関係従業員に周知さ 

せること 

  （２）随時、自己担当区域の電気、ガス、爆発性又は引火性のもの等火災発生の原因となるものの 

状況を点検し、常に火災防止の措置を講ずること 

２ 職員は火元責任者の指示に従い、あるいは協力して火災防止に努めなければならない。 

３ 会長は、火災防止を徹底するために防火管理者を選任する。 

（非常時の措置） 

第 23条 火災その他非常災害の発生する危険があることを知ったとき及び物品の紛失その他異常を認め 

たときは、臨機の処置を取るとともに、直ちにそのことを関係者に報告しなければならない。 

２ 非常災害の発生した場合には、本会としての使命完遂のため、互いに協力してその被害を最小限に 

とどめるよう努力するとともに、利用者の救護を全うしなければならない。 

３ 職員は、本会及びその付近に火災その他非常災害があるときは、勤務時間の内外にかかわらず出勤 

して、災害防止に協力しなければならない。 

（交通安全） 

第 24条 職員は、車両の運転をする否を問わず、国民の一人として交通法令、交通マナーを遵守し、交 

通安全の確保に努めなければならない。 

２ 会長は、車両の安全運転を遵守するために安全運転管理者を選任する。 

 

 

附 則 

    この規程は、平成２５年１月３０日から施行する。 
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社会福祉法人紀宝町社会福祉協議会 

安 全 衛 生 委 員 会 要 綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、労働安全衛生法の趣旨に沿い、社会福祉法人紀宝町社会福祉協議会（以下「本会」 

という。）の安全衛生管理規程第５条第５項に基づき、社会福祉法人紀宝町社会福祉協議会安全衛生委 

員会（以下「委員会」という。）の業務、構成等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（安全衛生委員会） 

第２条 本会は、安全衛生委員会を設けなければならない。 

２ 本会は、安全衛生管理者（以下「管理者」という。）を選任し、委員会の庶務を担当させる。 

３ 委員会は、法令に定める事項及びその他必要な事項を審議する。 

４ 委員会において決定された事項は、本会および職員ともに速やかにその義務を履行しなければなら 

ない。 

（委員会の構成） 

第３条 前条に定める委員会は、次のものをもって構成する。 

 （１）社協管理職    ４名（事務局長１名、事務局次長兼事業所長３名） 

（２）職員代表     ４名 

（３）管理者（事務局） １名 

（役員） 

第４条 委員会に次の役員を置き、それぞれの任務を担当する。 

 （１）委員長  １名 事務局長があたる 

（２）副委員長 １名 鵜殿事業所長があたる 

 （３）委 員  ６名 上記以外の委員がこれにあたる 

 （４）事務局  １名 管理者がこれにあたる 

（役員の任務） 

第５条 役員の任務は次のとおりとする。 

 （１）委員長は、委員会の代表をつとめ、委員会を開催し必要な事項を審議する 

（２）副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその代理を務める 

 （３）委員は、委員会に付された事項の審議にあたる 

 （４）事務局は、委員会の庶務を担当する 

（業務） 

第６条 委員会は、次の事項を調査及び審議する。 

 （１）職場の安全対策に関すること 

 （２）職員の健康障害の防止対策に関すること 

 （３）職員の健康管理に関すること 

 （４）職員の健康保持及び増進対策に関すること 

 （５）労働災害の原因及び再発防止対策で労働安全衛生に係るものに関すること 

 （６）その他労働安全衛生管理に関すること 

（会議） 

第７条 委員会の会議は、年間を通じ計画的に目安として１か月に１回以上は、開催するものとする。 

２ 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

３ 委員長及び役員において選任した１名は、委員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を 

記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。 

（その他） 

第８条 規程及びこの要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定め 

る。 

 

附 則    この要綱は、平成２５年１月３０日から施行する。 

       この要綱は、平成２６年１月２９日から施行する。 

       この要綱は、平成２６年４月０１日から施行する。 

 


